
接続道路から
の渋滞など

約２６％

■高速道路の渋滞と主な発生要因

工事
約１２％

インター
チェンジ
約１０％

料金所 事故
約２０％

ETC導入でほぼ解消済
（※ETC導入前は渋滞の約3割） データ分析によるピンポイント対策で解消を図る

依然として残る渋滞

・高速道路の全区間のうち、約１割の区間で、高速道路全体の渋滞損失時間の約４割が発生。

サグ部及び上り坂

約２８％
※ＮＥＸＣＯ３社が管理する高速道路における要因別渋滞量

（平成25年（2013年）1月～12月）

その他
約５％

［ピンポイント対策（主な箇所）］

○東名高速 大和トンネル付近

全国ワースト２位の渋滞損失が発生
○東名阪道 四日市付近

○首都高速 板橋・熊野JCT

○阪神高速 阿波座付近

都市高速の中で渋滞損失が、
ワースト５、７、１０、１１位、２０位

都市高速の中で渋滞損失がワースト２７位

全国ワースト４、１４位の渋滞損失が発生
東京オリンピック・パラリンピックまでの運用開始に向けて
事業推進中 東名阪（鈴鹿ＩＣ～四日市ＩＣ間）の暫定3車線運用（H29.7）

により、渋滞が緩和

4車線化（H30.3）に伴い、合流・分流がスムーズになり
渋滞が緩和

平成３１年度供用に向けて事業推進中

※渋滞ランキングは平成29年
■高速道路の渋滞対策

［ネットワーク整備］

（新四日市JCT～亀山西JCT）

〔事例〕

○東名 音羽蒲郡付近

新東名（浜松いなさJCT～豊田東JCT）の開通
（H28.2）により、東名の交通が分散し、渋滞回数
が大幅に減少

・お盆時期における渋滞回数

⇒９割減 （H27:22回→H28:2回）

新東名開通前のお盆時期の東名区間は、
全国ワースト4位等の渋滞損失(H27)

○東名阪 四日市 ⇒ 新名神の整備（H30）

〔効果例〕

○中国道 宝塚付近

全国ワースト６位等の渋滞損失が発生（H29）

新名神（高槻JCT・ＩＣ～神戸JCT）の開通（H30.3）に

より、名神・中国道の交通が分散し、渋滞回数が大
幅に減少
・開通後１ヶ月の渋滞回数

⇒９割減 （H29:64回→H30:9回）

〔事例〕 〔効果例〕

・対策後１ヶ月の交通状況 （亀山JCT～四日市IC間）

⇒４割減（66百台・時／日→ 41百台・時／日）

上下線の大和トンネル付近において、

上り坂・サグ部等の対策を実施。

海老名JCT

海老名SA
（仮）綾瀬スマートIC

（事業中）

綾瀬BS 横浜町田IC大和ＴＮ 大和BS

至

名
古
屋

付加車線 約4km

付加車線
約0.5km

付加車線 約5km

至

東
京

交通量⇒１%増（47,400台／日→47,900台／日）

渋滞回数⇒２割減（108回→82回）

渋滞時間⇒３割減（333時間→224時間）

・４車線化後の渋滞損失時間

○人流・物流はあらゆる生産活動の根幹。
○効率的な渋滞対策により、有効労働時間を増加。トラックやバスの担い手不足にも対応。

国土交通省生産性革命プロジェクト
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社会のベース

未来型

産業別



○新たな料金の導入により、ネットワーク整備と相まって、都心通過から外側の環状道路に交通が
転換し、首都高速道路全体で通過交通は約１割減。

○東名～東北道間は８割以上が圏央道の利用を選択するなど、圏央道の利用が促進。

国土交通省生産性革命プロジェクト
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社会のベース

未来型

産業別

都心通過の状況

○東名～東北道間は８割以上が圏央道の利用を選択

圏央道の交通状況

都心通過から外側の環状道路に交通が転換

○ 都心通過の交通量

○都心通過交通は約１割減（42,000台/日⇒39,000台/日）

4.2 3.9 

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

H27 H28

万台/日

▲8%

▲13%

大型車

全車

圏央道を賢く利用

首都高経由 圏央道経由

距離 ９９．５ｋｍ ９８．９ｋｍ

時間 １１２．８分 ９０.６分

料金
３,１８０円

３,５５０円

３,７７０円

３,２６０円

≒

<

※平成28年度平均

首都高経由
15％

圏央道経由
85％

その他
0％

＜東名⇔東北道＞

↓

新たな料金の設定

例：厚木ＩＣ⇔久喜ＩＣ

<

<
↓↓

※ＥＴＣ普通車料金（昼間）

＜東名⇔東北＞
H27             H28

全車 4,620台⇒ 2,740台 <▲41%>
うち大型車 1,490台⇒ 590台 <▲60%>



○既存ストックと民間活力を最大限に活用し、クルーズ船の寄港増に対応。
○「訪日クルーズ旅客を2020年に500万人」の目標実現に積極的に取り組む。
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社会のベース

未来型

産業別

○立地適正化計画については、407都市が取組中であり、このうち、161都市が作成・公表済（H30.5.1現在）

○地域公共交通網形成計画については、591団体が取組中であり、このうち、415団体が作成・公表済（H30.4.30現在）

（このうち、23団体の再編実施計画を認定）

○両計画に取り組む都市数は270都市、このうち95都市が両計画を作成・公表済（H30.4.30現在）

○経済活動の装置である都市のコンパクト化、密度アップ、公共交通の利便性向上により、
訪問介護の移動時間激減や中心市街地での消費額増加を実現するなど、サービス産業の生
産性を大幅に向上させる。

○公共交通沿線や
まちなかへの居住
誘導
・公共交通の便利な地域
を居住誘導区域に設定
（市街化区域の５７％
に絞り込み）

○健康をテーマとし
たまちなかへ出かけ
る仕掛けづくり
・市街地再開発と合わせ
て、まちなかに健康・運
動施設を整備

○持続可能な地
域公共交通の再
構築
・ICカード導入や
ビッグデータと都市
構造の重ね合わせ
によるサービスの
維持・向上

まちなか
(JR・名鉄岐阜駅)

地域生活拠点
(トランジットセンター)

支線区間

郊外住宅地 幹線区間における
サービス水準維持･向上

○居住誘導区
域等に融雪施
設を重点化
・GPSの活用で、
除雪車の動きを
把握し、除雪作
業を大幅に効率
化

○既存ストック
の活用
・文化財たる市庁
舎をリノベーショ
ンで長寿命化

○雪に強く交
通が便利なエ
リアに居住誘
導
・居住誘導区域
は、基幹的な
公共交通の沿
線に設定

公共交通の年間利用者数

4,000

4,500

5,000

H26 H32 H37

（千人）

16％

4,606

4,149

4,807

トレンド

目標

都市機能誘導区域
中心地区

地域拠点

学園地区

居住誘導区域

「学園地区」
高等教育機関を誘導。

主要バス路線

鉄道

- 15 -



○増加する空き家・空き地の問題や、高性能なオフィスビル等に対する需要拡大への対応が重要。
○空き家・空き地など低未利用の不動産への投資の活性化、世界的潮流となりつつある「責任投

資原則（※）」にかなった成長性・生産性の高い不動産への転換や供給に向けた投資の促進。

国土交通省生産性革命プロジェクト
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社会のベース

未来型

産業別

空き家・空き地のマッチング・媒介機能の強化
→空き家等の流通促進を図る不動産業団体等によるモ

デル的な取組を支援

地方不動産の最適化に向けた協議会の開催
→地域の老朽・遊休不動産の再生・利活用等の促進に

向けたセミナー等を全国で開催

空き家・空き地等の有効活用

「不動産投資市場の成長に向けたアクションプラ
ン」の実現
→改訂した公的不動産（PRE）ガイドラインに沿った証券化

手法の普及、企業不動産（CRE）戦略ガイドラインの拡充

→不動産クラウドファンディングガイドラインの策定、不動

産証券化を活用したモデル事業形成支援

→リート等への税制における支援

リート等への支援拡充
（2020年頃までにリート等の資産総額を約30兆円に倍増）

公共的事業の実施に際し所有者不明土地の利用
を円滑化する新たな制度の構築

人口減少社会における土地所有の在り方の検討

地籍調査の円滑化、迅速化等の検討

所有者不明土地対策等の推進

※環境・社会等の課題が投資実務に及ぼす影響の拡大を踏まえ、2006年に国連が策定したもの。

不動産情報の充実・活用拡大
→防災関連情報や周辺施設情報等を集約した不動産総

合データベースの構築、取引価格に加え賃料等に関

する指標の開発

不動産政策研究の推進
→今後の不動産や不動産業のあり方に関するビジョンの

策定、産学官連携による政策研究の推進

不動産管理業の適正化
→健全な不動産投資や空き家等の有効活用促進に向け

た不動産管理業の適正化

情報基盤など市場環境の整備

不動産の健康性、快適性等の「見える化」
→快適性等に関する不動産に係る認証制度のあり方に

ついてとりまとめ

→快適性等を適切に鑑定評価に反映させる仕組みの構築

ＥＳＧ不動産投資の普及促進



第２回大賞を実施し、205件の応募の中から32件の受賞案件を選定（H30.5）

メンテナンス実施現場における工夫部門

地域の橋を住民でも日常
点検可能なチェックシー
トを作成し、住民だけで
なく高校生の課外活動や
インハウスエンジニアの
巡回点検にも活用。点検
結果を電子地図上にまと
め地域の橋の清掃活動等
の予防保全活動を実施。

みんなで守ろう。「橋のセルフメ
ンテナンスふくしまモデル」の構
築と実践

県有施設の保有総量縮小・効率的
利用・長寿命化の推進～次世代へ
の価値ある施設の継承のために～
全国に先駆けて県有施
設の効果的・効率的な
維持管理や長寿命化等
の取組を進め、全庁的
な公共施設等のマネジ
メントを組織的かつ継
続的に実施。

営業車に搭載可能な軌道検測装置
の開発と実用化

本装置を営業車に搭載
し軌道検測の頻度を高
めることで従来よりも
軌道変位の時間的な変
化を詳細に把握して、
起動状態の診断、将来
予測の各精度を高め、
保守の効率化を実現。

メンテナンスを支える活動部門 技術開発部門

国
土
交
通
大
臣
賞

(日本大学大学院)(青森県)
(公共財団法人

鉄道総合技術研究所)

営業車の下部に
検測装置を設置

高校生による
橋梁の日常点検

効率的利用等の一例：
庁舎の減築・耐震化

全国10ブロックにフォーラムを設立 ⇒ インフラメンテナンス大賞の受賞案件をはじめとしたベストプラクティスを強力に横展開

全国でフォーラム設立

ベストプラクティス
の掘り起こし・横展開

国土交通省生産性革命プロジェクト

社会のベース

未来型

産業別
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・我が国企業の海外展開支援
・海外での競争力のある産業の育成

ベストプラクティスの水平展開

革新的技術の開発と実装の加速 民間企業のノウハウ活用

産学官民の技術や知恵を総動員するプラットフォームである「インフラメンテナンス国民会議」の取組を推進

メンテナンス産業

多様な産業分野
ICT、ベンチャー、保険、素材、ロボット 等

建設関連産業
ゼネコン、地元メンテナンス業 等

解決策
の提案

課題の
共有

施設管理者
国、都道府県、市町村

連携

取組の活性化

新技術実装
の後押し

民間企業の
ﾉｳﾊｳ活用・現場試行の本格化

技術連携
の後押し

・自治体の議論の活性化

会員（ ）の規模も拡大し、活動が本格化 ⇒ 新たな取組を進める自治体・民間企業の課題解決等を支援

自治体同士で民間の新技術等導入時の自治
体内部の課題、解決策を共有し、同一の課
題を持つ自治体グループによる解決に向け
た取組を推進

199者 (2016.11) ⇒ 1,400者 (2018.5)

海外市場の拡大新たな
市場展開

点検・診断の
ﾒﾝﾃﾅﾝｽｻｲｸﾙ
一貫ｼｽﾃﾑを試行

×

下水圧送管路の
効率的な調査手
法を試行

×

施設管理者のﾆｰｽﾞに併せた現場試行を展開し、技術開発にもﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

■新技術導入研究・意見交換会（品川区）

（セミナー、ピッチイベント等 16回実施) （フォーラム等 16回実施)

⇒ インフラメンテナンス革命に向けて全国に横展開。

○我が国のインフラは急速に老朽化が進み、維持管理・更新費用が増大するとともに、将来
的な担い手不足が懸念されており、予防保全等の計画的なメンテナンスによる費用の平準
化・縮減や作業の省人化、効率化を図っていくことが必要。

○インフラメンテナンスサイクルに多様な産業の技術や民間のノウハウを活用し、メンテナ
ンス産業の生産性を向上させ、確実かつ効率的なインフラメンテナンスを実現。



既
設
堤
体

（
桂
沢
ダ
ム
）

かさ上げ
工業地帯へ用水を供給

洪水被害を軽減
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○既設ダムの堤体への放流設備増設やかさ上げを進
め、
既設ダムの大幅な能力向上を図る。

＜放流設備増設による容量拡大＞＜堤体のかさ上げ＞

増加分

［放流設備の増設］

死水容量等を活用することに
より、洪水調節容量等を増大

［堤体のかさ上げ］

少しの堤体のかさ上げにより、
ダムの貯水能力を大きく増加
させ、工業用水等を確保

賢く柔軟な運用 （操作規則の見直し）

○降雨予測等の精度向上を踏まえ、渇水・洪水時に
応じて、ダムを柔軟に運用する手法を導入。

＜利水容量の洪水調節への利用＞

＜洪水中に下流の流量を更に低減する操作＞

洪水発生前に、利水容量の一部を事前に
放流し、洪水調節に活用

さらなる豪雨や次の洪水が当面は発生しないことが見込まれる
場合などに、通常よりも放流量を減量してダムにさらに貯留

＜洪水調節容量の利水への活用＞

利水者のニーズを確認しながら洪水調節容量
を一部利水に活用（渇水対応の強化）

事前に放流
洪水調節

利水に活用

■この他、「ダム再生ビジョン」を踏まえ、ダム再生の取組をより一層推進。
（取組例）

・都道府県が実施するダム再生の計画策定を支援する「ダム再生計画策定事業」を
平成30年度に創設（社会資本整備総合交付金（堰堤改良事業）の交付対象を拡大）

・ダム再生のための技術・関係機関との諸調整・事業実施手続き等のダム再生に関する
標準的な考え方をとりまとめた「ダム再生ガイドライン」を公表

・ダムの洪水調節機能を十分に発揮させるため、流下能力の不足によりダムからの放流の
制約となっている区間の河川改修の実施

・水力発電導入の促進に向けて、既設ダムへの発電所の増設や、運用の変更等について、

所定の手続きを踏まえ可能なダムについて試験運用を開始

流域の生産拠点等の
水害リスクを低減

賢く整備 （ダム再生事業）

○近年頻発する渇水や洪水が企業等の生産活動に及ぼすリスクを早期に軽減するため、
新たな施工技術の導入等を行い、既設ダムの貯水能力を最大限活用することが有効。

○「ダム再生ビジョン」（平成29年６月策定）を踏まえ、既設ダムを最大限に活用した
ソフト・ハード対策（賢く柔軟な運用×賢く整備）を戦略的・計画的に進め、利水・治水
両面にわたる効果を早期に発揮させる。

社会のベース

未来型

産業別

国土交通省生産性革命プロジェクト
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空港処理能力（発着枠）の拡大 管制処理容量の拡大

＜新千歳空港＞
・2016年冬ダイヤより、外国航空機の乗り入れを大幅に拡大（運航可能
日及び時間帯の拡大）

・2017年夏ダイヤより、１時間当たりの発着枠を32回から42回へ拡大

○訪日外国人旅行者の9割以上が航空機を利用して訪日するため、『明日の日本を支える観光
ビジョン』における「訪日外国人旅行者数 2020年 4,000万人、2030年 6,000万人」の目
標達成のためには、航空交通量の処理能力拡大が重要な課題。

○滑走路の延長・増設などハード面のみならず、飛行経路や管制運用方式の見直し、管制空
域の再編などソフト面も組み合わせ、航空交通量の増大に対応。

＜管制空域＞
・国内管制空域を、巡航機が中心となる「高高
度」と近距離及び空港周辺の上昇降下機に専
念する「低高度」に上下分離し、管制処理の効
率性向上等を図ることで管制取扱可能機数の
増加を実現

・西日本の低高度空域の管制を行う神戸管制部
を2018年度中に設立するなど業務実施体制の
整備を推進

現行体制 2025年４月～

＜羽田空港＞
・飛行経路の見直し等
により、2020年までに
国際線の発着枠（昼
間時間帯）を年約６
万回から年約10万回
（＋約４万回（１日約
50便））に拡大

＜成田空港＞
・第三滑走路の建設、夜間飛行制限の緩和等の更なる機能強化により、
発着枠を年30万回から年50万回に拡大

経済波及効果 約6,500億円※
税収増加 約530億円※
雇用増加 約５万人※
※上記各数値は年間の効果を示す

（2016年６月国土交通省試算）

6:00
現在

23:00 24:0022:00

6:00 24:00 24:30

運航可能時間

運航可能時間 便数制限廃止C滑走路供用までの
当面の間

24:30
運航可能時間 便数制限廃止C滑走路供用後

5:00 25:00

Ａ滑走路で先行実施

「スライド運用」導入

夜間飛行制限の緩和

2018.３
合意内容 弾力的運用

弾力的運用

弾力的運用
各滑走路10回まで

国土交通省生産性革命プロジェクト

社会のベース

未来型

産業別

東京国際空港（羽田）


